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は
、
ビ
ジ
ョ
ン
と
と
も
に
今
日

的
課
題
や
現
状
を
踏
ま
え
な
が

ら
検
証
し
、
検
討
し
て
、
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
澆

子
ど
も
議
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
と

の
懇
談
会
、
学
校
訪
問
な
ど
を

行
い
、
教
師
の
生
の
声
を
聞
き
、

教
育
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
す
。

議
員

交
通
マ
ナ
ー
の
悪
さ
や
、

交
通
違
反
者
へ
の
指
導
、
注
意

が
で
き
る
よ
う
、
構
造
改
革
特

区
の
提
案
、
交
通
安
全
条
例
の

制
定
等
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
交
通
事
故
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
な
道
路
の
環
境
整

備
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

市
民
生
活
部
長

他
市
に
お
い

て
、
道
路
に
対
し
専
門
知
識
が

な
い
と
い
う
理
由
で
、
交
通
規

制
の
特
区
の
提
案
は
不
採
用
と

な
り
ま
し
た
が
、

交
通
マ
ナ
ー
の

向
上
、
交
通
事

故
を
な
く
す
た

め
、
特
区
や
交

通
安
全
条
例
制

定
等
を
含
め
て

検
討
し
、
積
極

的
に
取
り
組
み

ま
す
。

都
市
整
備
部
長
　

今
後
も
、
警
察
、

公
安
委
員
会
と

と
も
に
、
環
境

整
備
を
行
い
ま

す
。

議
員

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、

自
ら
学
び
考
え
る
力
を
育
て
る
、

社
会
体
験
的
な
学
習
を
教
え
る
、

と
い
う
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て

お
り
ま
す
が
、
市
と
し
て
の
教

育
基
本
方
針
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。
漓
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、

子
ど
も
達
の
学
習
意
欲
の
低
下

が
表
れ
て
い
ま
す
が
、
ゆ
と
り

教
育
の
成
果
、
だ
れ
に
対
し
て

の
ど
の
よ
う
な
方
針
で
あ
る
か
。

滷
２
学
期
制
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ

ー
ス
等
、
教
育
方
針
の
具
体
的

な
中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
ど
う
考

え
て
い
る
か
。
澆
開
か
れ
た
学

校
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、

市
民
、
教
師
、
地
域
と
、
ど
の

よ
う
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で

教
育
施
策
を
作
っ
て
い
く
の
か
。

教
育
長

漓
ゆ
と
り
教
育
と
い

う
よ
り
、
今
後
は
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
を
踏
ま
え
て
進
め
て
い

き
ま
す
。
滷
２
学
期
制
、
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー
ス
等
に
つ
い
て

明
確
な
教
育
ビ
ジ
ョ
ン

明
確
な
教
育
ビ
ジ
ョ
ン�

�

実
態
調
査
と
危
険
性
の
除
去�

こ
ど
も
の
国
建
て
替
え
計
画�

�

　
効
率
的
行
政
運
営�

ｔ
ｏ
ｃ
ｏ
バ
ス
路
線�

　
　
　
　
収
容
可
能
人
数�

介
護
保
険
制
度
見
直
し�

�

　
透
明
化
合
理
化�

�

　
　
　
　
　
新
設
駐
輪
場�

�

　
　
　
公
平
で
透
明
な
行
政�

� ��

召
田
　
厚
　

議
員�

明
確
な
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
を�

　
市
民
と
の�

　
　
パ
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ト
ナ
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シ
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議
員

資
源
物
の

持
ち
去
り
に
つ
い

て
は
、
全
国
的
に

も
社
会
問
題
化
し

て
い
ま
す
。
本
市

で
も
例
外
で
は
な

く
、
資
源
物
に
つ

い
て
は
、
売
り
上

げ
の
８０
％
以
内
が

各
町
会
へ
還
元
さ

れ
る
と
い
う
こ
と

で
、
町
会
の
予
算

で
も
大
き
な
収
入

と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
私
た
ち

市
民
と
し
て
も
非

常
に
関
心
の
高
い
も
の
で
す
。

よ
っ
て
、
本
市
に
お
け
る
資

源
物
持
ち
去
り
の
実
態
と
、
そ

の
持
ち
去
り
防
止
対
策
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

次
に
、
具
体
的
な
対
策
と
し

て
、
早
朝
で
も
市
民
が
持
ち
去

り
業
者
を
発
見
し
た
際
の
通
報

先
を
設
定
し
、
そ
の
連
絡
先
を

各
集
積
所
に
表
示
し
て
は
ど
う

で
す
か
。
ま
た
、
市
民
や
町
会

の
役
員
等
に
よ
る
通
報
が
、
ど

の
程
度
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る

の
か
、
通
報
記
録
等
を
一
覧
表

に
し
て
、
町
会
長
や
衛
生
自
治

会
長
を
通
じ
、
資
料
の
提
供
を

す
る
こ
と
で
、
市
民
に
、
よ
り

一
層
の
協
力
を
い
た
だ
け
る
よ

う
、
理
解
を
深
め
て
も
ら
っ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

市
民
生
活
部
長

資
源
物
の
持

ち
去
り
対
策
は
、
罰
則
規
定
を

盛
り
込
ん
だ
条
例
及
び
同
施
行

規
則
の
一
部
改
正
を
平
成
１６
年

７
月
に
施
行
し
ま
し
た
。

併
せ
て
市
職
員
と
環
境
衛
生

推
進
協
議
会
員
、
収
集
委
託
業

者
、
町
会
役
員
な
ど
の
協
力
に

よ
る
、
早
朝
パ
ト
ロ
ー
ル
と
早

朝
収
集
に
よ
り
、
資
源
物
持
ち

去
り
業
者
に
対
し
、
廃
棄
物
の

収
集
・
運
搬
を
禁
止
す
る
命
令

書
の
交
付
が
２
件
、
警
告
書
の

交
付
が
２
件
や
、
古
新
聞
で
は

早
朝
収
集
時
と
、
通
常
収
集
時

と
の
差
が
２
倍
と
な
る
な
ど
、

一
定
の
効
果
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
担
当
職
員
等
に
よ
る
早

朝
パ
ト
ロ
ー
ル
の
回
数
を
増
や

す
な
ど
、
さ
ら
な
る
対
策
を
検

討
し
て
い
く
と
と
も
に
、
早
朝

に
お
け
る
通
報
先
の
対
応
に
つ

い
て
も
、
蕨
警
察
署
と
協
議
、

検
討
を
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
市

民
か
ら
の
通
報
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
は
、
市
民
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
得
る
た
め
、
そ
の
通

報
記
録
の
一
覧
表
を
作
成
し
、

提
供
に
つ
い
て
も
、
な
る
べ
く

早
い
時
期
か
ら
実
施
い
た
し
ま

す
。

議
員

私
た
ち
の
市
に
も
大
き

な
被
害
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う
大
地

震
発
生
の
可
能
性
が
、
今
日
、

切
迫
性
を
持
っ
て
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

防
災
、
減
災
を
図
る
上
で
道

路
等
の
安
全
性
の
確
保
は
、
極

め
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
考

え
ま
す
。

つ
い
て
は
、
市
、
県
、
国
道

の
区
別
な
く
、
ま
た
道
路
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
、
蓋
掛
け

さ
れ
た
用
水
路
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
ら
に
接
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、

擁
壁

よ
う
へ
き（

土
囲
い
）、
門
柱
な
ど
の

実
態
調
査
を
行
う
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
調
査
の
結
果
、
倒

壊
の
危
険
性

の
あ
る
も
の

が
判
明
し
た

場
合
、
市
は

そ
れ
ら
の
除

去
に
ど
の
よ

う
な
指
導
力

を
発
揮
さ
れ

る
か
伺
い
ま

す
。

総
務
部
長

前
回
の
調
査

か
ら
２０
年
以

上
が
経
過
し

た
こ
と
か
ら
、

改
め
て
全
市
的
に
実
態
調
査
を

実
施
す
る
方
向
で
考
え
ま
す
。

ま
た
、
危
険
性
が
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
塀
等
に
つ
い
て
は
、

所
有
者
に
そ
の
旨
を
伝
え
、
改

善
を
お
願
い
す
る
わ
け
で
す

が
、
法
的
な
指
導
と
い
う
よ
り

も
、
粘
り
強
く
お
願
い
を
し
た

い
と
考
え
ま
す
。

議
員

蓋
掛
け
さ
れ
た
用
水
路

は
、
通
路
と
し
て
通
勤
・
通
学

者
な
ど
多
く
の
市
民
の
利
便
に

供
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
管
理

状
況
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

歩
行
者
等
の
安
全
確
保
の
た

め
に
も
、
定
期
的
な
点
検
パ
ト

ロ
ー
ル
を
行
い
、
適
切
な
保
全

管
理
に
努
め
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
が
。

都
市
整
備
部
長

安
全
な
歩
行

空
間
の
確
保
の
た
め
に
、
定
期
、

不
定
期
に
か
か
わ
ら
ず
、
積
極

的
に
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
た
い
と
考
え
ま
す
。
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細
井
　
幸
雄
　

議
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大
地
震
に
備
え
、
塀
、
擁
壁
等
の�

実
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調
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と
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資源物の持ち去り�

高齢者虐待�

自主防災組織の活動�
　ハザードマップの活用�
　　�

自動販売機�

住民基本台帳閲覧�

�
　　　　　　憩いの場�

�
　　市民活動支援�

�
　　　　　　　自由選択�

浅井　隆夫　議員�

資源物の持ち去り�
　　　実態と防止対策�

▲資源物の持ち去りを防ぐために

▲通路として利用されている用水路

▲芦原小学校でのオープンスペースによる授業

１.

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委

員
会
は
、
ハ
ー
ド
面
は
無
論

の
こ
と
、
ソ
フ
ト
面
や
事
故

の
背
景
要
因
に
至
る
ま
で
の
、

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
調
査
を

行
い
、
結
論
を
出
す
こ
と
。

２.

当
事
者
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
西
日

本
に
対
し
、
遺
族
と
負
傷
者

の
ケ
ア
、
被
害
者
の
救
済
、

事
故
の
原
因
究
明
、
再
発
防

止
に
向
け
、
会
社
を
挙
げ
て

誠
意
を
持
っ
て
対
策
を
講
じ

る
よ
う
強
く
指
導
す
る
こ
と
。

３.

運
輸
行
政
の
こ
れ
ま
で
の

あ
り
方
も
含
め
て
十
分
な
検

証
を
行
い
、
基
準
の
改
定
を

初
め
、
必
要
な
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。

４.

事
故
調
査
委
員
会
の
強
化
、

被
害
者
ケ
ア
の
充
実
、
事
業

者
・
行
政
の
責
務
、
安
全
基

準
の
強
化
等
を
内
容
と
す
る

安
全
運
行
を
確
保
す
る
た
め

の
法
整
備
を
す
る
こ
と
。

１.

お
お
む
ね
３
兆
円
規
模
の

税
源
移
譲
を
確
実
に
実
現
す

る
こ
と
。

２.

生
活
保
護
費
負
担
金
及
び

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等

の
個
別
事
項
の
最
終
的
な
取

り
扱
い
は
、「
国
と
地
方
の
協

議
の
場
」
に
お
い
て
協
議
・

決
定
す
る
と
と
も
に
、
国
庫

負
担
率
の
引
き
下
げ
は
絶
対

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

３.

政
府
の
改
革
案
は
、
地
方

六
団
体
の
改
革
案
の
一
部
し

か
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地

方
六
団
体
の
改
革
案
を
優
先

し
て
実
施
す
る
こ
と
。

４.

地
方
六
団
体
の
改
革
案
で

示
し
た
平
成
１９
年
度
か
ら
２１

年
度
ま
で
の
第
２
期
改
革
案

に
つ
い
て
、
政
府
の
方
針
を

早
期
に
明
示
す
る
こ
と
。

５.

地
方
交
付
税
制
度
に
つ
い

て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い

よ
う
、
法
定
率
分
の
引
き
上

げ
を
含
み
、
地
方
交
付
税
総

額
を
確
実
に
確
保
す
る
と
と

も
に
、
財
源
保
障
機
能
、
財

源
調
整
機
能
を
充
実
強
化
す

る
こ
と
。

国
に
お
か
れ
て
は
、
現
在
、

第
２８
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お

い
て
「
議
会
の
あ
り
方
」
を
審

議
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
、
活

発
な
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
方
議
会
制

度
の
規
制
緩
和
・
弾
力
化
は
も

と
よ
り
、
漓
議
長
に
議
会
招
集

権
を
付
与
す
る
こ
と
、
滷
委
員

会
に
も
議
案
提
出
権
を
認
め
る

こ
と
、
澆
議
会
に
附
属
機
関
の

設
置
を
可
能
と
す
る
こ
と
な
ど
、

地
方
議
会
の
権
能
強
化
及
び
そ

の
活
性
化
の
た
め
、
抜
本
的
な

制
度
改
正
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

強
く
求
め
る
。

今
定
例
会
で
は
、
議
員
提
出
議
案
と
し
て
３
件
の
意
見
書
が
提

出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、
意
見
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

鉄
道
事
故
再
発
防
止
と
安
全

運
行
を
確
保
す
る
た
め
の
法

整
備
を
求
め
る
意
見
書

真
の
地
方
分
権
改
革
の
早
期

実
現
に
関
す
る
意
見
書

地
方
議
会
制
度
の
充
実
強
化

に
関
す
る
意
見
書

用
水
路
の
適
切
な
管
理
を

交
通
マ
ナ
ー
を
改
善
し

交
通
事
故
０
を
目
指
し
て

衆議院議長様�

参議院議長様�

内閣総理大臣様�

法 務 大 臣様�
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